
 
 
 
 
 
 
 

「医師偏在是正対策」に向けた国の動向等について 
 

○ ２０２４年６月、「経済財政運営と改革の基本方針２０２４（２０２４年６月２１日閣議決定）」（骨太の方針）において、「医

師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、（中略）総合的な対策パッケージを 2024 年末まで

に策定する」ことが示される。 
 

経済財政運営と改革の基本方針 2024 （令和６年６月２１日 閣議決定（抜粋）） 

医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在の是正を図るため、医師確保計画を深化させるとともに、医師養成過程での地域枠の活用、大学病院からの

医師の派遣、総合的な診療能力を有する医師の育成、リカレント教育の実施等の必要な人材を確保するための取組、経済的インセンティブによる偏在是正、医師

少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の大幅な拡大等の規制的手法を組み合わせた取組の実施など、総合的な対策のパッケージを２０２４年末までに

策定する。あわせて、２０２６年度の医学部定員の上限については２０２４年度の医学部定員を超えない範囲で設定するとともに、今後の医師の需給状況を踏ま

えつつ、２０２７年度以降の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う。 
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○ ２０２４年８月、厚生労働省から①医師確保計画の深化、②医師の確保・育成、③実効的な医師配置を柱とした、「医師

偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの骨子案（２０２４年８月３０日）」が示される。（２ページ参照） 
 

○ 「第１２回新たな地域医療構想等に関する検討会（２０２４年１１月２０日）」において、骨子案に基づく「医師偏在是正対

策（案）」などが示された後、当該検討会資料（※）を用いて都道府県説明会を開催（２０２４年１１月２２日）。 （３ページ参照）  

 ※厚生労働省「第１２回新たな地域医療構想等に関する検討会」資料：（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45783.html） 
 

○ 「第１５回新たな地域医療構想等に関する検討会（２０２４年１２月１０日）」において、「医師偏在是正対策」に関する取り

まとめ（案）が承認（一部修文予定）され、これを参考に厚生労働省において年末までに対策パッケージを策定予定。 

※厚生労働省「第１５回新たな地域医療構想等に関する検討会」資料：（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46886.html） 
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「医師偏在是正対策（案）」について 
 

骨 子 案 都道府県説明会で示された「医師偏在是正対策（案）」 

①医師確保計画 
の深化 

○ 医師偏在是正プラン・重点医師偏在対策支援区域（仮称）について （４ページ参照） 

→重点支援区域は、国が示す候補区域を参考に、都道府県が地域の実情に応じて地域医療対策協議会及び

保険者協議会で協議して選定。 
 
→その上で、医師確保計画の中に重点支援区域を対象とした医師偏在是正プランを地域医療対策協議会及

び保険者協議会で協議して策定し、令和８年度からプラン実施予定。 

②医師の確保・ 
育成 

○ 規制的手法について  

・ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等 （５ページ参照） 

→対象医療機関の対象拡大（地域医療支援病院＋医療法第３１条に定める公的医療機関及び国立病院機構等）

と、勤務経験期間を延長（６か月以上→１年以上）してはどうか。 
 
・ 外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保

等（６，７ページ参照） 

→本県内においては、外来医師多数区域は該当なし。 

③実効的な医師 
配置 

○ 経済的インセンティブについて （８，９ページ参照） 

→（１）支援区域内で承継・開業する診療所に対する支援。 ※令和８年度からのプラン実施に先行して実施 

（２）支援区域内の一定の医療機関に対し派遣される医師の手当増額や土日の代替医師確保等の支援。 

（３）支援区域内の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関に対する支援。 

(4)これら対策の財源として、公費だけでなく保険者からの拠出を求めることも検討。（保険者側と調整中） 
 
○ 全国的なマッチング機能の支援等について （１０、１１ページ参照） 

→中堅・シニア世代等の医師を対象に、必要に応じて総合的な診療能力等に係るリカレント教育を実施の上、

医師不足地域の医療機関とマッチングや、その後の定着支援等。 

※事業主体として全国規模の医療関係団体を想定。 
 
○ 都道府県と大学病院等の連携パートナーシップ協定について （１０，１２ページ参照） 

→地域医療対策協議会等による医師派遣調整機能等の強化を目的とした協定提携の推進。 
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